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日
本
年
金
機
構
の
デ
ー
タ
入
力
外
部
委
託
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
年
金
機
構
の
年
金
デ
ー
タ
入
力
ミ
ス
問
題
で
は
、
同
機
構
の
ず
さ
ん
な
業
者
委
託
が
明
ら
か
に
な
り
、
変
わ
ら
ぬ
そ
の

体
質
に
厳
し
い
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。
国
民
の
年
金
制
度
そ
の
も
の
へ
の
信
頼
も
再
び
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
答
え
ら
れ
た
い
。

一

委
託
先
の
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
契
約
実
績
を
、
契
約
ご
と
に
、
契
約
年
月
日
、
事
業
内
容
、
契
約
額
を
示

さ
れ
た
い
。

二

今
回
問
題
と
な
っ
た
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
す
る
契
約
は
随
意
契
約
か
、
入
札
だ
っ
た
の
か
。
入
札
で
あ
れ
ば
、
開
札
結
果

を
、
随
意
契
約
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

三

毎
日
新
聞
本
年
三
月
二
十
一
日
付
け
朝
刊
社
会
面
は
「
年
金
機
構
は
、
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
が
予
定
よ
り
大
幅
に
少
な
い
人
数
で

作
業
し
て
い
る
こ
と
を
昨
年
十
月
に
把
握
し
な
が
ら
作
業
を
継
続
。
特
別
監
査
は
今
年
一
月
だ
っ
た
」
と
報
道
し
て
い
る
が

事
実
関
係
如
何
。

四

日
本
年
金
機
構
外
部
委
託
規
程
（
以
下
「
委
託
規
程
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
「
外
部
業
務
責
任
者
は
、
受
託
者
に
つ

い
て
、
外
部
委
託
を
受
け
た
業
務
の
実
施
に
関
し
、
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

一



は
、
速
や
か
に
報
告
さ
せ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
委
託
規
程
第
十
九
条
）
と
あ
る
が
、
本
件
に
つ
い
て
昨

年
十
月
の
時
点
で
同
条
の
措
置
は
と
ら
れ
た
の
か
。

五

委
託
規
程
第
十
七
条
は
、
受
託
者
か
ら
の
定
期
的
な
報
告
や
必
要
な
場
合
の
報
告
聴
取
、
立
入
検
査
等
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

を
定
め
て
い
る
が
、
本
件
に
つ
い
て
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
適
用
し
た
の
か
。

六

一
月
の
特
別
監
査
は
内
部
告
発
が
き
っ
か
け
、
と
の
報
道
も
あ
る
が
事
実
か
。

七

前
述
十
月
の
時
点
で
、
委
託
規
程
に
基
づ
き
、
何
ら
か
の
措
置
を
講
じ
た
の
か
。
講
じ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

に
判
断
し
た
理
由
。
ま
た
、
そ
の
時
点
で
再
委
託
を
把
握
し
て
い
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

中
国
へ
の
再
委
託
が
行
わ
れ
た
具
体
的
な
時
期
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
か
。

九

「
日
本
年
金
機
構
個
人
情
報
保
護
管
理
規
程
」
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う
）
に
よ
れ
ば
、
「
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る

業
務
を
外
部
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容
に
応
じ
て
、
委
託
先
に
お
け
る
個
人
情

報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
」
（
規
程
第
四
十
九
条
第

三
項
）
と
あ
る
。
機
構
に
よ
る
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
す
る
「
定
期
的
検
査
等
」
の
実
績
を
示
さ
れ
た
い
。

十

前
項
の
「
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査
等
」
の
「
等
」
と
は
な
に
か
。
定
期
的
検
査
の
代
替
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

二



か
。
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
か
。

十
一

定
期
的
検
査
等
の
結
果
に
よ
り
、
委
託
の
打
ち
切
り
や
契
約
更
新
を
し
な
い
な
ど
の
措
置
を
と
っ
た
例
を
示
さ
れ
た

い
。

十
二

機
構
が
業
務
委
託
を
し
て
い
る
業
者
数
を
示
さ
れ
た
い
。
そ
の
う
ち
再
委
託
を
行
っ
て
い
る
業
者
数
を
示
さ
れ
た
い
。

十
三

こ
れ
ら
の
業
者
に
つ
い
て
の
「
定
期
的
検
査
等
」
の
実
績
を
示
さ
れ
た
い
。

十
四

再
委
託
先
に
対
し
て
同
条
第
五
項
に
基
づ
く
「
定
期
的
検
査
等
」
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
の
か
。
実
績
を
示
さ
れ
た

い
。

十
五

同
条
第
二
項
に
「
個
人
情
報
保
護
管
理
責
任
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に

は
、
委
託
先
に
お
い
て
、
番
号
法
に
基
づ
き
機
構
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
否
か
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
」
と
あ
る
が
、
本
件
を
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
委
託
す
る
際
に
「
確
認
」
を
行
っ
た
の
か
。

十
六

同
条
第
四
項
に
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
す
る
際
に
は
、
委
託
先
に
お
い
て
、
機
構
が
果

た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
。
」
と
あ
る
が
、
厚
生
労
働

省
は
機
構
が
「
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
」
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
か
。

三



十
七

今
回
の
不
祥
事
に
つ
い
て
、
機
構
の
監
督
責
任
を
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
に
問
う
の
か
。
ま
た
、
機
構
の
度
重
な
る

不
祥
事
に
対
し
、
機
構
の
廃
止
も
含
む
抜
本
的
な
組
織
改
革
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
再
発
防
止
策
に
つ
い
て
問
う
。

十
八

同
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
今
回
の
不
祥
事
に
関
す
る
お
詫
び
と
詳
細
な
説
明
等
が
簡
単
に
見
当
た
ら
な
い
。
あ

ま
り
に
不
親
切
で
あ
り
、
反
省
の
気
持
ち
も
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

十
九

委
託
規
程
は
、
日
本
年
金
機
構
法
第
五
十
一
条
の
規
定
で
、
公
表
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
、
と
承
知
し
て
い
る
が
、

そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

二
十

機
構
は
、
今
回
の
事
故
に
よ
る
Ｓ
Ａ
Ｙ
企
画
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
の
か
。
そ
の
金
額
と
、
時
期
も
示
さ
れ

た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


